
ひ が し っ 子
元気なひがしっ子の声が戻ってきました
さかのぼれば、3月4日から新型コロナウイルス感染症

対策のための臨時休校が始まりました。途中、3月19日の
卒業式、24日の修了式、4月8日の始業式と9日の入学式
等、何回か登校する機会はありましたが、ほぼ毎日、登校
することのできない日々が続いていました。5月18日の週から分散での登校が始
まり、ようやく6月から全員が一斉に登校しての授業が再開できることになりました。
学校再開にあたっては、児童一人一人の不安感にしっかり寄り添いケアするこ

とを第一に、感染予防対策にも十分注意を払いながら進めなければなりません。
また、「三密」を防ぐための学習活動の制限も行なう必要があります。授業時数の
確保と学校ならではの教育活動のバランスをとりながら、学校行事等の内容変更

や期日の延期もしくは中止ということも考えていかなけれ
ばなりません。
これからも、状況の推移に伴い様々な困難が生じること

も予想されますが、全職員が力を合わせて、東っ子全員の
成長のために全力で取り組む決意です。どうか、保護者の
皆様、地域の皆様の一層のご理解とご協力をいただけます
ようお願い申し上げます。

以下の点に留意して、学校を再開します

①こまめな手洗いと換気（エアコン稼働時も含む）を徹底します。熱中症対策
にも注意を払いながら、児童・職員の室内でのマスク着用も徹底します。併せ
て、水分補給にも十分気を配ります。マスクを忘れた場合は、ふれあいサロンの
皆様からいただいた「手作りマスク｣を渡します（一人1回限り）ので、ご自宅
で記名の上、繰り返しご使用ください。

②給食時は、事前の手洗い徹底と間隔をとった配膳や片付けを心がけ、飛沫が
飛ばないように全員前向きで会話を控えて食べます。また、机上にティッシュ
等を置いて、いつでも使用できるようにするなど、咳エチケットを徹底します。

③授業中、対面での活動や密集して行うグループ活動は、当分の間、控えます。
④多くの児童が触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）や共用する教
材･教具などは、1日1回以上電解除菌水で消毒します。

お願い
・ご家庭でも、上記のことや、いわ
ゆる「新しい生活様式」を身に付
けることについて、お子さんと話し合うとともに、

毎日の検温と健康観察、清潔なマスクとハンカチ・ティッシュ、水筒の持参
に、くれぐれもご協力ください。

・別途、両面刷りで配布した ①「新しい生活様式」の実践例 ②新型コロナウイルス
感染症対策～「新しい生活様式」を踏まえた家庭での取組 も、ご一読ください。
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栃木県PTA連合会よりアピールが出ました。
◎ＰＴＡ会員の皆様、地域の皆様へ 栃木県ＰＴＡ連合会 会長 金田 淳

日頃より、単位ＰＴＡの活動をはじめ、県ＰＴＡ連合会の活動、及び新型コロナウイルス感染防止のご協

力を賜り、誠にありがとうございます。また、各家庭でのお子様の安心安全の確保と、学習支援、健康管

理と様々な面でご協力頂いていますことに、改めて感謝申し上げます。

さて、メールや報道等でご存知の通り、緊急事態宣言の解除に伴い、県内では通常登校に向け、分散

登校などが始まってきております。約３か月ぶりの登校となるとともに、新１年生においては学校生活だけ

でなく、登下校に関しても不慣れであります。昨年１年間では３８万件以上の交通事故と３千人以上の方

が亡くなっている現状があります。新型コロナウイルス同様、交通事故に関しても恐れるべきものであり、

ＰＴＡ会員の皆様や地域の皆様には、引き続き子どもたちを見守って頂けたらと思います。その際、事故

等への注意はもちろんのこと、感染防止策についてもご留意頂けたらと思います。

長い臨時休校や、自粛生活の中で、何気ない日常や健康に過ごすせること、学校に通い学べること、

命のありがたみなどを深く感じたことと思います。そんな日常を守るために、これからを担う子どもたちの

学びや未来を守るために、ＰＴＡや地域社会が一体となっての協力や取組が必要となります。皆様どうぞ、

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、引き続き気を緩めることなく、感染拡大、感染防止に努めるよう宜

しくお願い申し上げます。

水泳の授業を中止します
子供たちが楽しみにしていた水泳の授業でしたが、以下の点から市内小中学校

統一の対応として、今年度は中止することになりました。残念です。来年度こそ

は、安心して水泳の授業を実施したいです。
①プールの水中は塩素消毒がなされており感染リスクは低いが、プールサイドや着替える際など

は、マスクのない状態でソーシャル・ディスタンスを維持することも難しく、感染リスクが高まる。

②これまでは、学年もしくはブロック単位でプールの授業を行い、複数職員で事故防止のための監

視を行うことができたが、それでは三密を避けられない。また、バディ（児童が二人一組でお互

いの安全を確認する）を組ませることも難しい。

③水泳学習参加の前提となる各種健康診断を実施できていない。

教育活動、行事等の変更･中止について
諸事情に鑑み、以下の通りといたします。児童にとって残念な決定もございま

すが、ご理解とご協力をお願いいたします。状況の変化に伴い、再変更があり得
ることもご承知おきください。
○夏期休業期間(夏休み) ８／１(土)～１６(日)に短縮

※７／３１(金)まで通常授業を実施し、８／１７(月)より通常授業を再開します。

給食も実施します。

○７／８(水) 自由参観・授業参観、懇談会 ⇒中止 ※引き渡し訓練は実施します

○７／２１(火)～３０(木) 家庭訪問 ⇒ 変更 ７／２０(月)～３０(木)個人面談

※日程は追ってご連絡します

○９月１４日(月)～１６日(水)５年臨海自然教室 ⇒中止

○１０月２６日(月)～２７日(火)４年宿泊学習 ⇒中止

○１１月１８日(水)持久走記録会 ⇒中止

交通安全教室
6月４日(木)と５日(金)、交通教育指導員の石川さんを講

師にお招きし、３･４･５･６年生が自転車の乗り方について
学びました。例年なら実際に自転車
で模擬道路を走行しながら指導を受
けるところでしたが、今年度は、交
通教育指導員さんの講話を聞き、模擬走行を参観する形式
で実施しました。また５日(金)には、下野市安心安全課の三
浦さんを講師にお招きし、１･２年生が学校周辺の道路を実
際に歩きながら、正しい道路の歩き方について学びました。


